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三重県教育委員会 
 
 
 

取組内容 

 
日本語学習クラブの取組について 

教職員向けの日本語指導研修について 
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①日本語学習クラブ 

■概要 

日本語指導が必要な外国人生徒を対象に、社会生活で必要な日本語の力（話す、聞く、読

む、書く）を育むことを目的とし、専門家による日本語指導のほか、日本の社会の一員と

して、自立して生きるうえで必要な社会制度や生活文化について学ぶ場を提供する。 

 

 

 

■取組詳細 

放課後に 1 時間程度、年間 30 回実施（新型コロナウイルスの影響により中止有）。 

実施校の生徒は指定の教室に集合し、実施校以外の生徒はオンデマンドでクラブの動画

を視聴する形式。 

 

 

 

 

 

 

（日本語学習クラブの様子） 

 

【実施内容】 

・「話す」「聞く」「読む」「聞いたことや読んだことをまとめて書く」活動を通じて、来日

後間もない外国人生徒が、高校生活の早い段階で、日本語能力試験 N3 相当の日本語能力

を実践的に身につける。 

 

・キャリア教育の視点を含めた日本語学習教材である「日本語学習で未来を描く～高校

生版みえこさんの日本語ワークシート～」（公益財団法人三重県国際交流財団が作成）を

活用して、進学や就職に必要なことを学んだり、労働条件や税金などの職業に関する知

識を身につける。 

 

・地域で働いている外国人の先輩を招いて、将来の進路について考えたり、日本の生活文

化について理解を深める。 
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②教職員向けの日本語指導研修 

■概要 

日本語指導が必要な外国人生徒が在籍する県立高校の教職員を対象に、来年度以降も各

校の日本語の授業や個別指導で活用できるようにすることを目的とする。 

 

 

 

■実施のきっかけ 

県立高校に在籍する日本語指導が必要な外国人生徒の多国籍化多言語化が進んでいる状

況から、専門家による日本語指導の実施及び普及を目指し、令和３年度に委託事業とし

て実施。 

 

 

 

■取組詳細 

日本語学習クラブで使用する教材を使った日本語の指導の方法について、教職員研修会

を今年度４回開催。 

 

日本語指導が必要な外国人生徒が在籍する学校への周知、Google クラスルームを利用し

たオンラインでの情報提供を行う。 

事業を実施する際には、参加する生徒の保護者向けに多言語翻訳した案内文を送付し、

放課後の活動により時間的拘束が発生することに理解を求めている。 
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①日本語学習クラブ・②教職員向けの日本語指導研修 共通 

■取組詳細 

【予算・財源】 

県独自の予算の他、国の補助金を３分の１活用。 

 

【主な担当者】 

 三重県教育委員会事務局の指導主事 

 委託先（三重県国際交流財団）の事務局員及び講師（大学教授等） 

 実施校の外国人生徒担当教職員 

 教育委員会が雇用する会計年度任用職員（母語による支援を行う「外国人生徒支援専

門員」及び日本語指導の支援を行う「日本語指導アドバイザー」） 

 

 

■成果・今後の方針 

【成果】 

日本語指導が必要な外国人生徒が、自分の在籍する教職員以外から指導や助言を受ける

ことで、日本語の習得や進路選択の際の刺激になっている様子が見受けられる。 

 

【課題】 

会計年度任用職員の雇用も含め課の事業費で賄っているため、予算の確保が困難。 

 

【今後の方針】 

オンラインを活用した情報共有や研修を充実させる予定。 
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堺市教育委員会 
 
 

 

取組内容 

 
拠点校を核とした日本語指導体制について 

一人一台端末を活用した学習支援について 
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①拠点校を核とした日本語指導体制 

■概要 

通級・遠隔指導を行う拠点校式「日本語指導センター校」を本市 4 エリア（中学校 4 校）

に設置。来日間もない児童生徒の日本語初級レベルの指導を行う。 

 

 

■実施のきっかけ 

拠点校体制は令和２年度より実施。対象児童生徒の増加、散在化への対応として始める。

拠点校での遠隔指導の導入は令和３年度より実施。 

 

 

■取組詳細 

通級・遠隔指導を行う拠点校式「日本語指導センター校」を設置し、日本語指導のスキル

の高い教員（日本語教師養成研修受講者や日本語教育能力検定試験合格者等）を各校に

複数配置。来日間もない児童生徒の日本語初級レベルの指導を通級や遠隔指導により実

施している。 

特に遠隔指導では、これまで、通級が困難な子どもに対しては、センター校教員が巡回指

導により１対１の日本語指導を行っていたが、教員の人員不足等が課題となる。 

一人一台端末の導入を機会に遠隔指導を導入。通級ができない子どもたちへの日本語指

導を実現するだけでなく、教員の巡回指導では不可能であった、遠隔によるグループ学

習が可能となり、共に日本語を学ぶことができるようになった。 

その他にも、学習言語能力レベル児童生徒の日本語能力の見取り及び「日本語指導・支援

シート」作成による在籍校への指導支援への助言、国際理解教育の推進啓発や遠隔指導

による敬語や作文指導等（令和 4 年度より試験的運用）を行う。また、集住校に配置し

ている日本語指導教員への指導助言も行い、日本語指導ができる教員の育成を図る。 
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②一人一台端末を活用した学習支援 

■概要 

日本語での授業参加が困難な児童生徒（主に小学校高学年以上）のうち、母語が定着して

いるものに対して、一人一台端末を活用した翻訳支援。 

 

 

■実施のきっかけ 

一人一台端末の活用開始は、令和２年度１月頃より試験導入。日本語の壁の為、学びが止

まり、将来への展望に自信をなくす外国人児童生徒の状況を少しでも改善したいという

思いが長年あった中、GIGA スクール構想の導入が発想のきっかけとなった。 

 

 

■取組詳細 

Microsoft 社の翻訳機能 translator による授業者の同時通訳支援を導入している。日本

語指導と並行して行うことで、帰国来日間もない児童生徒の学びをとめない支援を行う。 

 

受入れ面談の際に、市教委及び日本語指導センター校教員が立ち会うことで、日本語指

導体制や翻訳機能による支援方法等を紹介している。 

 

【関係団体】 

日本 Microsoft 社との協力・連携提携 

 

【予算・財源】 

国からの教員配置及び GIGA スクール構想に準じた予算のみ 
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①拠点校を核とした日本語指導体制・②一人一台端末を活用した学習支援・共通 

■取組詳細 

【主な担当者】 

市教委の日本語指導担当課の担当指導主事が、全体のコーディネートを行いながら進め

ている。 

教職員の配置は、本市教職員人事課と連携のうえ、人材の確保育成は日本語指導担当課

で行っている。外部人材派遣についても、日本語指導担当課で行っている。 

 

 

 

■成果・今後の方針 

【成果】 

外国にルーツのある子どもたちの日本での学びへの不安の軽減につながった。 

 

【課題】 

・遠隔指導による日本語指導を行う際の教員配置。 

オンラインでの日本語指導を行う場合は、児童生徒の横に教員がつく必要があるため、

一人の児童生徒への遠隔指導に対して教員が２名必要となっている。安全面を考えても、

学校内で児童生徒を教員の管理外で別室指導はできないとも考えているが、外部人材の

活用等が認められれば教員の人員負担は軽減されると考えている。 

 

・一人一台端末の管理面。端末を複数使う為充電や持ち運びが大変。 

 

・翻訳機能の誤訳を防ぐため、日本語話者の正しい日本語の使用に課題。 

 

【今後の方針】 

令和４年度末より就学前幼児、その保護者を対象にしたプレスクールの導入を検討。 
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湖南市教育委員会 
 
 

 

取組内容 

 
交流会・ワークショップの実施について 
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①日本語初期指導教室（さくら教室）の取組 

■実施のきっかけ 

外国籍の児童生徒の増加に伴い、市全体で初期指導を行い、学校生活へのスムーズな適

応をねらいとして 2007 年９月から設置。 

 

 

 

■取組詳細 

来日後間もない児童生徒や日本語初期指導の必要な児童生徒を対象に、３ヶ月～１年間、

市が設置している日本語初期指導教室（さくら教室）で日本語の基礎や生活習慣・文化に

ついて学ぶ機会を設けている。通級後、児童生徒は在籍校に戻って学習を続ける。市の国

際協会と連携し、さくら教室では週に１回のボランティアの方々により文化講座も行っ

ている。 
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②外国にルーツのある児童生徒交流会の取組 

■実施のきっかけ 

外国籍の児童生徒の増加に伴い、体験学習だけでなく、仲間や先輩との交流を通して自

信を持って学校生活を送り、社会に出て活躍できるようにとの願いを込めておよそ１５

年前に開始した。 

 

 

■取組詳細 

小学校では学区ごとに外国にルーツのある児童の交流会を行っている。主にレクリエー

ションを中心とした仲間づくりをメインに、地域のボランティアの方々を講師に招くな

どして交流を行っている。 

中学校では、全４中学校合同で交流会を開催している。 

前半の部では文化のワークショップ（日本、ブラジル、ペルー文化を一年ごとに体験す

る）を行い、専門家（日本は剣道・昔遊び、ブラジルはカポエイラ・お菓子作り、ペルー

はマリネラ・お菓子作り等）を招いて実際に体験しながら仲間づくりや自尊感情の高揚

を目指した取組を行っている。運動が得意な生徒も苦手な生徒も体験活動ができるよう、

二種類の活動を準備している。 

後半の部では、市内中学校を卒業した社会人の外国籍の若者を講師に招き「進路のワー

クショップ」を行い、体験談を聞きながら高校や進路、それぞれの生き方について考えた

り、交流したりする機会を設けている。 

 

滋賀県国際協会とも連携し、交流会の最後には、進路に関する情報や資料を生徒に説明・

配布していただいている。小学校・中学校の交流会の開催に向けては、各校の日本語教室

担当教員や日本語初期指導教室（さくら教室）室長が年間３回集まり、市全体で協議をし

ながら取組を推進している。 

湖南市国際協会、滋賀県国際協会、国際交流グループ「カリーニョ」と連携し、進路の情

報の提供や、講師の開拓について助言をいただくこともある。 
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③外国籍親子子育て支援事業（すまいりー） 

■実施のきっかけ 

夏休みの課題に取り組むことが難しい児童生徒が多くいることと、２学期からスムーズ

な学校生活を送ることができるようにするためにおよそ１５年前に開始。 

 

 

■取組詳細 

夏季休業中に外国籍児童生徒の多い３つの中学校区を中心に夏休みの宿題を支援するた

めの学習会を実施している（夏季休業中に３回から４回程度実施）。 

教職員、通訳、支援員、湖南市国際協会、滋賀県国際協会、県内の大学生、地域のボラン

ティアの方々等に講師として参加して頂いている。 

 

ポルトガル語やスペイン語で案内文書を出すようにし、モニカスタンプ（外国籍親子支

援スタンプ）を活用し、重要な情報が的確に伝わるよう工夫している。 

 

【予算・財源】 

全てにおいて市費で対応。 

 

【主な担当者】 

湖南市が主体となり、教職員や通訳、ボランティアの方々と連携しながら実施している。

①の日本語初期指導教室には室長のほか３名のポルトガル語やスペイン語を話せる指導

員が指導にあたっている。 
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①②③共通 

■取組詳細 

【予算・財源】 

全てにおいて市費で対応。 

 

【主な担当者】 

湖南市が主体となり、教職員や通訳、ボランティアの方々と連携しながら実施している。

①の日本語初期指導教室には室長のほか３名のポルトガル語やスペイン語を話せる指導

員が指導にあたっている。 

 

 

■成果・今後の方針 

【成果】 

・取組が多くの方々の賛同を得て、たくさんの方々が協力してくださるようになってき

ており、以前、生徒として参加していた若者が講師として参加してくれるようになって

いる。 

・児童生徒のロールモデルとなる先輩が出てきている。 

・さくら教室での初期指導から各校での日本語指導へと日本語指導体制が市全体で構築

されてきている。 

・児童生徒が進路について向き合い、前向きに考えることのできる機会となっている。 

・ほぼ全ての外国にルーツのある生徒が高校に進学している。 

・外国にルーツのある若者の活躍の場が広がってきている。 

 

【課題】 

・通訳や支援員への謝金の額が増額できるとよい。 

・児童生徒の学習言語の習得には時間がかかる。 

・コロナ禍のため、昨年度と今年度は全体が集まっての交流会を実施せず、各中学校で先

輩を招いての「進路のワークショップ」を実施。 

 

【今後の方針】 

・さらなる支援体制の向上（持続可能な日本語指導体制の構築） 

・多言語化の進展が予想される支援の必要な児童生徒への支援体制 
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稲敷市教育委員会 
 
 

 

取組内容 

 
スクールソーシャルワーカーの設置について 
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■概要 

稲敷市独自で生活支援を行う者としてスクールソーシャルワーカーを配置している事

業。 

 

 

■実施のきっかけ 

稲敷市内の学区の中には、年々、外国籍の家族の転入が増え、日本語指導教室を設置する

小学校がある。 

このような状況下で、児童生徒が抱える問題への対応を、学校だけでなく、スクールソー

シャルワーカーの強みを生かしたアプローチも大切にしたいという考えをもとに、令和

３年度から、稲敷市独自の予算で開始。 

 

 

■取組詳細 

児童生徒が抱える問題について、家庭環境等を把握し、関係機関との連携からの福祉的

なアプローチをする際に、いじめや不登校問題等のほかに、日本語指導の必要性の有無

についての視点を加えるということから、スクールソーシャルワーカーの配置をしてい

る。 

 

今年度からスクールソーシャルワーカーの派遣事業を始めたことを、市の校長会や教頭

会での説明を通して、各学校へ周知。 

 

学校のカウンセリング担当者やスクールカウンセラーを通して、問題を抱える家庭にス

クールソーシャルワーカーの存在を紹介している。 

 

【関係団体】 

 稲敷市教育センター（適応指導教室） 

 市こども支援課 

 てらこむ（NPO SMSC） 

 

【予算・財源】 

稲敷市独自の予算（一般会計＞教育費＞教育総務費＞学校指導事務費） 

週１回（毎週水曜日）の勤務 
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【主な担当者】 

 スクールソーシャルワーカー１名（NPO 法人 スペース空 所属） 

 稲敷市教育センター職員（スケジュール管理） 

 稲敷市教育委員会指導室指導主事 

 

 

■成果・今後の方針 

今年度新たに始めた事業のため、現在、成果と課題を振り返り、分析している。 

 

【課題】 

可能であれば、毎日、スクールソーシャルワーカーを市教育センターへ常駐させ、学校や

家庭からの相談のタイミングを合わせられるようにしていきたいが、予算上の関係から

難しい。 

 

【今後の方針】 

来年度（令和 4 年度）もスクールソーシャルワーカーの配置事業は継続予定。 

日本語指導教室への通級や外部関係団体との連携をさらに円滑にしていくことで、日本

語指導を必要としている児童生徒や日本語習得について悩みを抱えている児童生徒の抱

える問題の解決につなげていきたい。 
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豊田市教育委員会 
 
 
 

取組内容 

 
授業改善・学校改革の取組について 
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■概要 

豊田市では「超」集住地域である保見地区で、「魅力あふれる『多文化共生の街”保見”』

の深化に向けたコミュニティ・スクールとしての連携―『ちがい』を認め合い、学び合う

児童生徒の育成を目指してー」をテーマに研究を進めている。 

 

DLA ステージに応じた学習環境、JSL カリキュラム作成、二言語読書プログラム、ユニ

バーサルデザイン授業、コミュニティ・スクールとしての連携を柱に、授業改善・学校改

革に取り組んでいる。 

 

 

 

■実施のきっかけ 

外国人児童生徒の割合が年々高くなる保見地区の学校において、令和元・２年度に多文

化共生推進校として豊田市教育委員会指定による研究を始めた。 

 

 

■取組詳細 

案内等は日本語の文章だけでなく、ポルトガル語等の翻訳版も準備している。 

学校ホームページ・学校だよりで、翻訳版を含み周知を行っている。 

また、地域の回覧板での周知もしている 

 

学校には、母語対応ができる市費負担の学校日本語指導員が常駐。 

地域学校協働本部と連携を行うことにより、放課後や休日での活動が展開できるように

している。 

 

【関係団体】 

・地域の幼稚園、こども園、小学校、中学校、高等学校、大学との連携 

・豊田市国際まちづくり推進課、トルシーダ・こどもの国（NPO）等 

 

【予算・財源】 

国の「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」を活用 

（学校日本語指導員雇用にかかる費用の補助） 
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【主な担当者】 

学校の教職員 

 

 

 

■成果・今後の方針 

【成果】 

・子どもたちの授業参加意欲の向上 

・協力的な外国人保護者の増加 

・トラブルの減少 

 

【課題・改善策】 

・外国人児童生徒等教育を専門に学んできた教員がいないため困った。 

⇒外部講師を招聘し、継続的な指導を得ている。 

 

【今後の方針】 

・保見地区での研究成果を、市内に広めていく方針。 

・日本語指導の指針となる豊田市版カリキュラムの完成を目指す。 
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■参考資料 （研究概要：保見中版①） 
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■参考資料 （研究概要：保見中版②） 
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■参考資料 （研究概要：西保見小版①） 
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■参考資料 （研究概要：西保見小版②） 

 

 

 



99 

 

■参考資料 （研究概要：西保見小版③）  
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■参考資料 （ユニバーサルデザイン授業チェック表 西保見小） 
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■参考資料 （ユニバーサルデザイン授業チェック表 保見中） 

 

 

 

 

  

科

メモ欄

授業通して ④

③

②

②

リライト資料、ワークシートで

　□ルビ　　□穴埋め

　□なぞり　□定型文

　□挿絵　　□簡単な日本語

　□母語での説明　□対話

⑤

板書の工夫
　□ルビ

　□前時の語彙、キーワード掲示
⑤

教師の言葉遣いの工夫

　□似た言葉の提示

　□用語の意味の確認

　□繰り返す　　□母語表現

⑤

①

生徒の発言や発表を支える工夫

　□選択　　□並べ替え

　□モデル　□文型（です、思います)

   □構造（起承転結など）

　□母語→日本語へ

④

生徒の発話を促す教師の活動

発表で

　□導入を示す　□リキャスト

　□キーワード提示

　□母語発表（→日本語通訳）

②

□振り返りシートのリライト ①

①

□語彙　□表現ノート ①

TOTAL /50

　あった　　なかった

↓語彙指導の自己評価

本時の教科語彙

は？
　

教えた

日本語表現
宿題や個別支援が生かされる場面は？

評価

理解、学習状況をチェックする工夫
□振り返りシート　□添削

学習者が達成感を感じる評価の工夫
□自己評価　□生徒間評価　□認めるコメント　□シール　□作品掲示

語彙や概念の習得を確認する工夫
□キーワードの確認　□小テスト

②

表出支援

OUTPUT

深い学びを支える工夫

(学びの質を支える）
記憶→理解→　□応用　→　□分析　→　□評価　→　□創造

□活動のためのルールづくり

□立ち位置（生徒の近くなど）

□多くの回数　□適切な指名（座席表

□肯定　□間、待つ　□ジェスチャー

□強調　□例　　□ほめる

□長い　□詳しい　　□質が高い

背景知識との関連 □物語　　□体験を思い出す　□動画　　□写真/グラフ/表

理解支援

INPUT

内容や言語理解の工夫

□教科書　　　□具体物

□動画　　　　□写真・イラスト

□グラフ・表　□物語・体験

□ノート、ワークシート

□板書の定型化　□指示カード

□カラー　　　　□書き分け（強調）

□ネームプレート

□短文　　　　　　□ゆっくり

□はっきり　　　　□強調

□ドラマチックに

理解(INPUT)、表出（OUTPUT)を助ける

ための学習形態

□個人調べ・活動

□ペア・グループ活動

□全体でディスカッション

□同言語のグループ

□生徒間支援グループ

□タブレットでの言語調べ

導入

授業の見通しをもつための工夫
□学習目標の提示　□流れの確認　□キーワード確認　□日本語表現の説明

前時とのつながり
□復習の時間　□前時の掲示

□作品提示　　□前時の語彙、キーワードの掲示

【　授業観察　】視覚化…　　　　焦点化…　　　　共有化… 　　　　・・・日本語支援内容　　①…目標チェック数

全体の支援

4技能を強化する（意図的に使う）学習

の流れの設定
□読む　　　　□書く　　　　□話す　　　　□聞く

保見中UD授業チェックシート（支援が、授業で有効的に使われているか確認しましょう。）

教科領域 授業者：
作成日　令和３年

　

月　　　日
学習目標 　

レベル別目標
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東京都教育委員会 
 
 
 

取組内容 

 
日本語指導の充実に関する映像教材の 

作成・配付について 
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■取組の概要 

東京都公立学校における来日間もない児童・生徒が、日本の学校に転入する際に困る

ことや知っておきたいことについて理解し、日本の文化や習慣の違いに気付くとともに、

学校生活に必要な日本語の習得を図ることを目的に、本映像教材を作成した。 

 

 

■取組の背景 

東京都公立学校における日本語指導が必要な児童・生徒数は外国籍・日本籍を合わせ

て、近年 4000 人前後で推移しており、外国籍の言語数も多岐にわたっている。 

東京都内全ての公立学校において、日本語指導の一層の充実を図る必要が生じていた。 

 

 

■取組詳細 

日本語指導が必要な児童・生徒向けの映像教材の作成に際しては、制作検討委員会を

設置し、都内大学教授、東京都小学校日本語教育研究会、東京都中学校日本語教育研究

会、区市町村の日本語学級設置校長、都立高等学校長の中から委員を選定、委嘱し、作成

協力を依頼した。 

映像教材を作成・配付するとともに、東京都公立学校における日本語指導が必要な児

童・生徒の状況や東京都教育委員会の取組等についてまとめたリーフレット「日本語指

導に関する資料 日本語指導が必要な児童・生徒への指導」を令和３年３月に都内全公

立学校に配付した。 

また、東京都教育委員会ホームページに関連資料の一部として掲載し、広く周知を図

っている。 

 

【主な担当者】 

東京都教育庁指導部指導企画課 
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■成果と課題、今後の方針 

【成果】 

日本語指導の充実に関する映像教材「東京の学校生活」を活用した学校の教職員から

は、「映像を基にして、様々な状況を想定し、日本語を練習できるため指導の幅が広がっ

た。」、「児童の日本語の習得状況に応じて音声と字幕を選択できるため、児童に学習内容

を理解させることができる。」等の感想があった。 

 

【課題】 

映像教材は DVD 媒体の資料のため、日本語指導が必要な児童・生徒及び指導に当たる

教職員が幅広い場面で活用できるよう改善を図りたいと考えている。 

 

【今後の方針】 

映像教材の活用事例を作成し、都内公立学校に周知を図る予定。活用事例は、東京都教

育委員会ホームページに掲載する予定。 
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■参考資料 

令和２年度日本語指導に関する資料「日本語指導が必要な児童・生徒への指導」 

一部抜粋 
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静岡県教育委員会 
 
 

 

 
取組内容 

 

支援対象校への巡回派遣について 
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■概要 

外部委託により、日本語コーディネーター及びキャリアコンサルティング技能士を支援

希望校に派遣。両者の共同により作成した、生徒個々の能力に応じた個別支援プランに

基づき、日本語コーディネーターによる日本語指導、キャリアコンサルティング技能士

によるキャリア支援を行う。 

 

 

 

■実施のきっかけ 

静岡県においては、西部地域の製造業を中心に多くの外国人労働者を雇用しており、外

国人労働者の子供が高等学校にも多く在籍しているが、日本語の能力の不足により学習

や就職に支障がでている課題がある。 

日本語への課題を克服することで、学習の伸長さらには卒業後の正規雇用の就職へとつ

なげ、将来的には地域経済を支える人材となりえることを目指し、令和元年度から実施

している。 

 

 

■取組詳細 

生徒の実情や学校の状況に応じ、集団による日本語講座及びキャリア支援、個別の指導

による日本語指導及びキャリア支援とともに、Zoom を利用したリモート支援を実施。 

 

キャリア支援の一つとして、生徒同士や大人とのコミュニケーションを図るための生徒

支援の場つくりとしてスクールソーシャルワーカー、大学生、フードバンク等のサポー

トを受けながら、キャリアカフェを実施している。 

 

キャリアカフェでは、参加対象を外国人生徒に限定せず日本人生徒も参加することで、

日本語によるコミュニケーションを積極的に行うように促している。 

 

広報活動としては、保護者への直接的な働き掛けが難しいため、生徒を通じた間接的な

働きかけにとどまっている。三者面談に立会い、第三者としてアドバイスを行うことも

検討したが、日程調整などが難しく、学校からも現状で良いのではないかとアドバイス

を受けている。 
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【予算・財源】 

令和３年度は 15,300,000 円の予算を措置。 

うち３分の１（5,100,000 円）は国庫補助金「教育支援体制整備事業補助金（帰国・外

国人児童生徒等教育推進支援事業）」（文部科学省）を活用し、 

残り３分の２（10,200,000 円）は県費。 

 

【主な担当者】 

日本語コーディネーター（長年にわたり日本語教師等の外国人を対象とした日本語指導

に従事した実績のある者）、 

キャリアコンサルティング技能士（国家資格を有しキャリアコンサルタントとしての実

績のある者）を中心に、それに準ずる者が担当。 

 

 

■成果・今後の方針 

【成果】 

(1)日本語講座 

・漢字の読み方や言葉の意味を学習することで学習理解が向上した。 

・日本語能力試験への興味が深まり、日本語能力試験（JLPT）受験という具体的な目標

ができた。 

・日本語の理解が深まれば学習理解につながり成績アップにつながることを実感し、学

習へのモチベーションが上がり、将来の目標に向かって頑張る力がついた。 

 

(2)キャリア支援 

・日本語で自分の考えや思いを考え、伝える機会が楽しいと感じている。 

・自分の興味、能力、価値観・展望の自己理解が深まり面接や卒業に向けて自分から考え

行動している。 

・卒業までの時間を大切に考え、就職後に向け今できることを自分から模索している。 

 

【課題】 

(1)日本語講座 

・日本語の授業に参加する必要性をどう伝えるか。 

・生徒の欠席遅刻 
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・外国人生徒が多数いる学校の支援方法（個別は限界がある） 

 

(2)キャリア支援 

・定時制の生徒では、アルバイトや家庭の事情に左右されることがある。 

・支援の時間が０時限や放課後に限定される。 

 

【今後の方針】 

令和 4 年度事業については、令和３年度と同程度の事業規模での実施を予定している。 

就職の際に求められる日本語能力の指標となる、日本語能力試験（JLPT）の資格取得を

中心とした日本語支援の強化を行う。 
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■参考資料（高等学校取組事例 資料） 
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佐賀県教育委員会 
 
 
 

取組内容 

 
DLA の小学校入学前実施について 
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■概要 

DLA を小学校入学前に実施することで、入学後のその児童に対する支援が円滑に進むこ

とを期待し、DLA 支援員の派遣対象を小学校入学前の未就学児まで広げた。 

 

 

 

■実施のきっかけ 

関係団体及び市町教育委員会からの要望を受け、令和２年度の後半に DLA 支援員派遣に

係る要綱を改正した。 

 

 

 

■取組詳細 

就学説明会等で日本語指導が必要と思われる未就学児又は幼児を入学予定校が把握し、

市町教育委員会と連携を図り、県へ DLA 実施を依頼。 

その後、関係団体と調整し、日本語指導を支援する関係団体の構成員（DLA 測定ができ

る方）及び日本語指導担当教員に、県が DLA 支援員を委嘱し、対象校へ DLA 支援員を

派遣している。 

 

学校や市町教育委員会に対し、年に２回程度、DLA 支援員派遣に係る制度の周知を行う

とともに、相談等があった場合には、その都度制度の活用について案内している。 

 

【予算・財源】 

国補助事業（帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業）を活用。 
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■成果・今後の方針 

【成果】 

入学直後からのスムーズな支援が可能となった。また、学校の受入体制の構築にも役立

っている。 

 

【課題】 

未就学児には、通常の DLA で扱う内容が難しく、適当な測定指針について検討中である。 

 

【今後の方針】 

・帰国・外国人児童生徒の受入と指導の手引き作成 

・県教育センターHP への日本語指導に係る指導資料の掲載 
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京都市教育委員会 
 
 
 

取組内容 

 
外国にルーツをもつ子ども達の教育に特化した 

ウェブサイトついて 
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■概要 

外国にルーツをもつ子ども達の教育に特化したウェブサイト「京都市教育委員会 学校

に行こう！」を構築。 

 

 

 

■実施のきっかけ 

外国人児童生徒等の教育に係る資料等は、従来、京都市教育委員会のイントラネット内

での掲載をしていたが、2 点課題があった。 

 

1．外部からのアクセスができないこと 

（各種ボランティアや保護者などに情報が届けられない） 

 

２．イントラネット内の検索がしにくく情報が取り出しにくい 

 

これらの課題を解決し、必要な方に適切な情報が迅速に届けられるよう、令和 2 年度予

算で専用ウェブサイトを開設した。 
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■取組詳細 

令和２年度予算でホームページ作成ソフトを購入し、担当指導主事が外国人児童生徒等

の教育に特化したウェブサイトを作成した。開設時には、全市園・学校にウェブサイト開

設通知を行った。 

 

保護者向け・学校向け・その他のカテゴリーに分けて、情報提供や翻訳文書の掲載等を行

っている。ウェブサイトに掲載する資料については、府国際センターや市国際交流協会、

地域の大学等から情報提供をいただいている。 

 

なお、ウェブサイトは４言語で表記（やさしい日本語、英語、中国語、タガログ語）し、 

外国人児童生徒等の受入面談の際に保護者に紹介している。 

 

学校向けの就学事務説明会で周知もしており、小学校入学に係る就学通知（やさしい日

本語、英語、中国語、タガログ語併記）に、ウェブサイト内の資料の QR コードを同封。 

他にも、市教委主催の「小学校生活オリエンテーション」の案内、市教委主催の「多言語

進路ガイダンス」等、市外も含めて様々な研修等で紹介している。 

 

【主な担当者】 

・担当指導主事 

ウェブサイトの運営 

 

・教育委員会の各課や小中学校在籍の日本語指導担当教員 

掲載が必要な文書等の情報提供 

 

・京都市教育委員会の会計年度職員である「母語支援員」 

掲載する翻訳資料等の作成 
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■成果・今後の方針 

【成果】 

・就学前の面談等で、保護者から就学通知に掲載している QR コードにアクセスしたと

いう声を聴いた。 

 

・「小学校生活オリエンテーション」の申込数が予想より多かったりしたことから、資料

やイベントの詳細等をウェブサイトに掲載し QR コードを保護者に知らせることにより、

興味がある人が簡単に情報を得ることができるようになったと感じる。 

 

・外国人児童生徒等の受入れ校に対しての情報提供が一度にできるようになり、学校側

も必要な時にすぐに情報を得ることができるようになった。 

 

【課題】 

・運営担当者が１名であるため，情報の更新が後手になってしまうことが多い。 

 

・急を要する通知文などについては，日本語のものが出されてからの対応になるため，情

報提供が遅れてしまう。 

 

 

【今後の方針】 

・ウェブサイト掲載資料の充実 

・ウェブサイトにアクセスした保護者からの質問を受けられるような仕組みの作成 
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■参考資料（京都市教育委員会 学校に行こう！ 

URL： http://www.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/japanese/ ） 

 

 

 

 

  

http://www.edu.city.kyoto.jp/gakkoshido/japanese/
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横浜市教育委員会 
 
 

 

取組内容 

 
日本語支援アドバイザーについて 

日本語支援拠点施設ひまわり プレクラスの独自教材につ

いて 
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①日本語支援アドバイザー 

■概要 

国際教室での経験が豊かな教員が各学校を訪問し日本語指導についてアドバイスや研修

等を実施するとともに、オンラインによる勉強会、相談会を行う。 

 

 

■実施のきっかけ 

国際教室を新たに開設する学校や日本語指導が必要な児童生徒を初めて受け入れる学校

が年々増加していることを受け、日本語指導に携わる教員等を支援するために、令和３

年度より実施。 

 

 

■取組詳細 

日本語指導に携わる教員等を支援するために、日本語支援拠点施設「ひまわり（中区）」

及び「鶴見ひまわり」に、国際教室での経験が豊かな教員である日本語支援アドバイザー

を１名ずつ配置。 

 

日本語支援アドバイザーは、各学校を訪問して、アドバイス等の支援や校内での研修等

のほか、オンラインによる各学校の国際教室担当教員との相談会、勉強会を年９回程度

実施している。 

 

４月に全校あてに事業について通知するとともに、新たに国際教室が設置された学校に

はアドバイザーから直接連絡し、事業内容等を学校に説明。 

訪問支援では、国際教室担当教員に対し、時間割や掲示物の作成等、国際教室運営に関す

るアドバイスを行っている。 

 

さらに、オンライン研修会は、効果的な運営方法、教科と日本語の統合学習や DLA 等、

毎回テーマを設定し実施している。 

 

アドバイザーが直接学校訪問するだけでなく、電話やメールでの相談、毎回のオンライ

ン研修会の中で相談の時間を設けるなど、国際教室担当教員が相談しやすい体制を整え

ている。 
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【広報活動】 

全校への通知、校長会での説明などにより各校に広く周知を行っているため、国際教室

の時間割の作成方法や日本語指導方法等だけでなく、中学校卒業後の進路選択の相談な

ど、担当教員が迷っていることなどを気軽に相談できる体制ができている。 

 

【主な担当者】 

国際教室での経験が豊かな小学校教員と中学校教員の２名が担当。 

所属校での指導及び他校の訪問を通じた国際教室担当教員への支援を行っている。 

 

 

■成果 

・国際教室を新たに開設する学校や日本語指導が必要な児童生徒を初めて受け入れる学

校が年々増加しているだけでなく、初めて国際教室を担当する教員が毎年、全担当者の

半数前後の人数となっているが、担当経験が浅い教員から経験年数が豊かな教員まで、

幅広く支援を行うことができた。 

 

・学校訪問での支援では、初めて担当となる教員に対しては、国際教室掲示物の効果的な

掲示方法、時間割の作成から指導教材の選定などに関する助言、担当経験が豊かな教員

に対しては、学校の実情に応じた運営方法や校内研究授業時の指導案作成などをともに

考えることができた。 

 

・オンライン研修会では、感染症拡大防止により集合研修が通常通りに実施できない中

でも、日本語と教科の統合学習や DLA 実施方法の発信、「マイ国際教室」として各学校

の国際教室の風景などを発信、共有することができた。 

 

・学校訪問やオンライン研修に参加した担当教員や学校管理職からも「初めての担当で

不安だったが聞きたいことをすぐに聞くことができた」など好評を得ている。 
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②日本語支援拠点施設ひまわり プレクラスの独自教材 

■取組名称・概要 

ひらがな学習のための日本語支援拠点施設ひまわりのプレクラス独自教材である「ひま

わり練習帳１」及び、ひらがな特殊音学習のための「ひまわり練習帳２」を発行してい

る。 

 

 

■実施のきっかけ 

日本語指導の専門的な知識をもたない教員等を支援するために、プレクラスにおける集

中的な日本語指導ノウハウを教材としてまとめ、 

「ひまわり練習帳１」（清音編）を令和元年９月に、 

その続編となる「ひまわり練習帳２」（特殊音編）を令和３年９月に発行。 

 

 

■取組詳細 

プレクラスにおける集中的な初期日本語指導のノウハウをプレクラス指導員や日本語講

師が教材としてまとめ、ホームページに掲載するとともに、各学校にも配付し、国際教室

等での指導で活用している。 

（「ひまわり練習帳」の冊子データは横浜市 HP に掲載。）

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-

kyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/default20191204.html> 

 

ひらがな清音練習（ひまわり練習帳１）、 

濁音などのひらがな特殊音練習（ひまわり練習帳２）に教材を分けて作成。 

 

子どもの学年に応じて文字の書くマスの大きさを変更するなど、「小学校低学年」、「小学

校高学年」、「中学校」の３冊を発行し、小学校には冊子にした「低学年用」と「高学年用」

の２冊、中学校には「中学校用」の１冊をそれぞれ配付。 

 

また、状況に応じて必要なページを印刷できるように、HP 上には全体版と分割版の２種

類の PDF データを掲載している。 
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全校への通知などにより各校に周知するとともに、ひまわりの指導者が学校を訪問し、

練習帳の使い方などを担当教員に説明している。 

その結果、教材などが整っていない学校などで急な編入学があっても、指導時に活用す

ることができている。また、国際教室や在籍級での使用だけでなく、個別支援学級でのひ

らがな学習時に練習帳を使用している学校もある。 

 

【主な担当者】 

ひまわりの指導者（会計年度職員）が作成を担当。（プレクラス指導員・日本語講師） 

 

 

■成果 

・国際教室を新たに開設する学校や日本語指導が必要な児童生徒を初めて受け入れる学

校には、日本語指導に関する教材が整備されていないことが多い。 

急な編入学などに「ひまわり練習帳」を活用することで、日本語指導を速やかに開始する

ことができた。また、迷路で遊んだり色塗りができる「ひとやすみ」のコーナーがあるな

ど、ひらがなを楽しみながら学習できる構成となっており、家庭での学習や個別支援学

級でのひらがな指導の際にも活用されている。 

 

 

 

①②事業全体 

■予算・財源 

両事業の事業費については、文部科学省の「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事

業」より、補助金の交付を受けている。 

 

 

■今後の方針 

横浜市の日本語指導が必要な児童生徒は年々増加をし続けており、市内でも特定の地域

への集住とともに、散在化も進んでいる。 

「だれもが、安心して、豊かに」学校生活を送れるよう、各校の状況やニーズ等を踏ま

え、引き続き各事業の拡充を検討している。 
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■参考資料 

（資料１）R3日本語指導が必要な外国人児童生徒教育 
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（資料２）【記者発表】（教育委員会事務局・９月 29 日 10 時）「「ひまわり練習帳１」の続

編となる「ひまわり練習帳２」（特殊音編）を発行しました！」 
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長門市教育委員会 
 
 

 

取組内容 

 
通訳翻訳支援・翻訳機の導入について 
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■概要 

長門市内小・中学校に在籍する外国籍の児童・生徒及びその保護者に対して、タブレット

型情報端末を活用した学習補助と支援員（ながと日本語クラブ）による通訳・翻訳の支援

を実施。 

 

 

■実施のきっかけ 

市内に在住している外国籍の方（児童・生徒）が増加したため、平成 31 年度より実施。 

 

 

■取組詳細 

学校と対象となる保護者と話し合いを行い実施している。 

具体的な支援内容としては、長門市内小・中学校に在籍する外国籍の児童・生徒及びその

保護者に対して、緊急性や重要度の高い文書の理解や提出が求められる文書について、

支援員による通訳を実施。 

令和２年度より、タブレット型情報端末を活用しても学習の定着が困難な外国籍の児童・

生徒に対して、保護者の許可を得て、週１・２時間程度、支援員による日本語指導を行っ

ている。 

外国籍の保護者等に対する直接的な広報は行っておらず、年度初めの校長会で周知し、

校内で活用が必要性の有無について検討後、申請するように伝えている。 

 

【主担当】 

学校の教職員：タブレット型情報端末 

ながと日本語クラブ：支援員 

 

【連携している関係団体】 

ながと日本語クラブ 

 

【予算・財源】 

 通信運搬費（タブレット型情報端末） 578,000 円（令和 3 年度） 

 業務等委託料（ながと日本語クラブ） 261,000 円（令和 3 年度） 

いずれも一般財源にて執行。 
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■成果・今後の方針 

【成果】 

児童生徒が明るく楽しく毎日登校している。 

保護者も安心されており、学校教育活動に理解を示し積極的に参加いただいている。 

 

【課題・改善策】 

多国籍になり、使用言語が多くなってきたため、支援員では対応できない場合がある。 

⇒ながと日本語クラブに加入している外国籍の方に協力いただき、外国籍の方に外国

籍の方の通訳をして頂く。 

 

【今後の方針】 

児童生徒に限らず、園児も対象として拡充を図る。 

5 歳児すこやか相談会、就学時健診のスクリーニング検査 などを検討中。 

 

 

 

 

 


